
訂正とお詫び 

（訂正 No.2/平成 22 年 10 月 08 日現在） 

 

【2011 年向け初級ＩＮ ＰＵＴ講座】のご受講をありがとうございます。 

 

さて、テキスト教材の記述につき、下記の箇所において訂正が判明致しました。 

誠に申し訳ございません。 

お手数とご迷惑をお掛け致しますが、お手元のテキストを修正していただけますように

宜しくお願い致します。 

 

【労働基準法】 

頁数 行数 誤 正 

236 上 6 頭部、尉部、肩甲帯、上腕、～ 頭部、頸部、肩甲帯、上腕、～ 

 

 

【労働者災害補償保険法】 

頁数 行数 誤 正 

145 上 1 ２ 一部負担合 (法 31条 2項・3項) ２ 一部負担金 (法 31条 2項・3項) 

160 

図中 

左 

【代位取得（求償）の構造】の中 

＜被保険者＞ 

 

＜被災労働者＞ 

図中 

右 

【控除の構造】の中 

＜被保険者＞ 

 

＜被災労働者＞ 

192 下 7 イ) 労働福祉事業のうち イ) 社会復帰促進等事業のうち 

 

※Ｐ160、Ｐ192 は、製本テキストのみの修正情報です（Web 講義は、公開開始時から、 

修正された情報で公開しています）。 

 

山川靖樹の社労士予備校 


